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人 事 委 員 会 規 則

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― ○ （ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 柴 　 田 　 一 　 宏 　

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― ○ （ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ― ○ （ 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 一 条 第 一 項 第 一 号 ハ 中 「 及 び 五 級 」 を 削 り 、 同 号 リ を 削 る 。

　 第 三 十 五 条 第 一 項 第 五 号 を 削 る 。

　 別 表 第 一 ハ の 表 五 級 の 項 を 削 り 、 別 表 第 一 リ の 表 六 級 の 項 を 削 る 。

　 別 表 第 七 ハ の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

昇格した日の前日
に受けていた号給

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　　　級

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

３　　　級
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

４　　　級
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

ハ　海事職給料表昇格時号給対応表
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

１
１
１
１
１
１
１
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27

１
１
１
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37

１
１
１
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
30
31
32
33
33
33
34
34
34
35
35
35
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

28
28
28
29

37
38
38
39

36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
44
45

　 別 表 第 七 リ の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

昇格した日の前日
に受けていた号給

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11

昇　　　格　　　後　　　の　　　号　　　給
２　　　級

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

３　　　級
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

４　　　級
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

５　　　級
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

リ　医療職給料表㈢昇格時号給対応表
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

１
１
１
１
１
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

１
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

１
１
１
１
１
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
81
81
82
82
82
83
83
83
84
84

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
81
82
82
82
83
83
83
84
84

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
85
86
86
87
87
88
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

48
49
50
51
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
58
59
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
70
71
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
78
79
80
81
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

84
85
85
85
85
86
86
86
86
87
87
87
87
88
88
88
88
89
89
89
90
90
90
91
91
91
92
92
92
93
93
93
93
94
94
94
94
95
95
95
95
96
96
96
96
97
97
97
98
98
98
99

84
85
85
85
86
86
86
87
87
87
88
88
88
89
89
89
90
90
90
91
91
91
92
92
92
93
93
93
94
94
94
95
95
95
96
96
96
97

100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
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168
169

99
99

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 二 （ 給 料 の 調 整 額 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 柴 　 田 　 一 　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 二 （ 給 料 の 調 整 額 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ─ 二 （ 給 料 の 調 整 額 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 二 第 一 号 の 表 中 「8,500円 」 を 「8,400円 」 に 、 「11,200円 」 を 「11,100円 」 に 改 め 、 別 表 第 二 第 二 号 の 表 中

「11,600円 」 を 「11,500円 」 に 改 め 、 別 表 第 二 第 三 号 の 表 五 級 の 項 を 削 り 、 別 表 第 二 第 四 号 の 表 中 「12,200円 」 を

「12,100円 」 に 、 「13,200円 」 を 「13,100円 」 に 改 め 、 別 表 第 二 第 六 号 の 表 中 「11,700円 」 を 「11,600円 」 に 、 「14,600
円 」 を 「14,500円 」 に 改 め 、 別 表 第 二 第 八 号 の 表 中 「9,700円 」 を 「9,600円 」 に 、 「11,300円 」 を 「11,200円 」 に 改 め 、

別 表 第 二 第 九 号 の 表 中 「10,400円 」 を 「10,300円 」 に 改 め 、 六 級 の 項 を 削 る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 三 （ 管 理 職 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 柴 　 田 　 一 　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 三 （ 管 理 職 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ― 三 （ 管 理 職 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 二 第 八 号 の 表 六 級 の 項 を 削 る 。

　 別 表 第 三 第 八 号 の 表 六 級 の 項 を 削 る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 三 （ 管 理 職 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 十 九 年 三 月 三 十 日 公 布 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を

こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 柴 　 田 　 一 　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 三 （ 管 理 職 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 十 九 年 三 月 三 十 日 公 布 ） の 一 部 を 改 正 す る 規

　 　 　 則

　 規 則 七 ─ 三 （ 管 理 職 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 十 九 年 三 月 三 十 日 公 布 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 附 則 第 二 項 中 「 医 療 職 給 料 表 ㈠ の 適 用 を 受 け る 職 員 以 外 の 職 員 で あ る 者 に あ っ て は 、 当 該 経 過 措 置 基 準 額 に 百 分 の 九

十 九 ・ 七 六 」 を 「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 秋 田 県 条 例 第 七 十 四 号 ） の

施 行 の 日 に お い て 、 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 秋 田 県 条 例 第 五 十 三 号 ）

第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 秋 田 県 条 例 第 五

号 ） 附 則 第 七 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 に つ い て は 、 当 該 経 過 措 置 基 準 額 に そ れ ぞ れ 同 項 各 号 に 定 め る 割 合 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 七 （ 給 与 の 減 額 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 柴 　 田 　 一 　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 七 （ 給 与 の 減 額 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ─ 七 （ 給 与 の 減 額 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 　 当 分 の 間 、 条 例 附 則 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 職 員 （ 以 下 単 に 「 特 定 職 員 」 と い う 。 ） に 対 す る 給 与 の 減 額 に 当 た つ て

は 、 当 該 特 定 職 員 が 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 （ 特 定 職 員 以 外 の 者 が 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お

け る 最 初 の 四 月 一 日 後 に 特 定 職 員 と な つ た 場 合 に あ つ て は 、 特 定 職 員 と な つ た 日 ） 以 後 、 第 三 条 に 規 定 す る 給 料 の 月
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額 の 二 分 の 一 を 減 じ た 額 か ら 、 同 条 の 規 定 に よ り 二 分 の 一 を 減 ぜ ら れ た 給 料 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 同 項 第

一 号 に 規 定 す る 最 低 号 給 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 同 号 に 規 定 す る 給 料 月 額 減 額 基 礎 額 に 二 分 の 一 を 乗 じ て 得 た

額 ） を 減 ず る 。

　　　 附　 則

１ 　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 　

２ 　 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 前 に 五 十 五 歳 に 達 し た 職 員 に 対 す る こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 規 則 七 ─ 七 （ 給 与 の 減 額 ） 附 則

第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 当 該 特 定 職 員 が 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 」 と あ る の

は 「 こ の 規 則 の 施 行 の 日 」 と 、 「 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 後 」 と あ る の は 「 同 日 後 」 と す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 九 （ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 柴 　 田 　 一 　 宏 　

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 九 （ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 九 （ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「

　 別 表 第 一 海 事 職 給 料 表 の 項 中 「 五 級 及 び 」 を 削 り 、 同 表 医 療 職 給 料 表 ㈢ の 項 中 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 「

　 　 　 　 　 　 を 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 に 改 め る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

　 　 　 　 　 」

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 三 五 （ 産 業 教 育 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 柴 　 田 　 一 　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 三 五 （ 産 業 教 育 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ─ 三 五 （ 産 業 教 育 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 一 条 中 「 次 条 及 び 第 五 条 第 三 号 に お い て 」 を 「 以 下 」 に 改 め る 。

　 附 則 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 　 当 分 の 間 、 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 秋 田 県 条 例 第 五 十 三 号 ） 第 一

条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 附 則 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 職 員 （ 以 下 単 に 「 特 定 職 員 」 と い う 。 ） に 対 す る 産 業 教 育 手

当 の 支 給 に 当 た っ て は 、 当 該 特 定 職 員 が 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 （ 特 定 職 員 以 外 の 者 が 五 十 五

歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 後 に 特 定 職 員 と な っ た 場 合 に あ っ て は 、 特 定 職 員 と な っ た 日 ） 以 後 、 当 該 特

定 職 員 の 産 業 教 育 手 当 の 月 額 か ら 、 当 該 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 同 項 第 一 号 に 規 定 す る 最 低 号 給 に 達 し な い 場

合 に あ っ て は 、 同 号 に 規 定 す る 給 料 月 額 減 額 基 礎 額 に 第 三 条 に 規 定 す る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 ） に 相 当 す る 額 を 減 ず

る 。

　　　 附　 則

１ 　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 　 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 前 に 五 十 五 歳 に 達 し た 職 員 に 対 す る こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 規 則 七 ─ 三 五 （ 産 業 教 育 手 当 ）

附 則 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 当 該 特 定 職 員 が 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 」 と あ

る の は 「 こ の 規 則 の 施 行 の 日 」 と 、 「 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 後 」 と あ る の は 「 同 日 後 」 と す

る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 四 六 （ 特 殊 勤 務 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 柴 　 田 　 一 　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 四 六 （ 特 殊 勤 務 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ─ 四 六 （ 特 殊 勤 務 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

職 務 の 級 六 級 の 職 員

職 務 の 級 五 級 の 職 員

百 分 の

百 分 の

十 五
十

職 務 の 級 五 級 の 職 員 百 分 の 十
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　 附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 　 当 分 の 間 、 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 秋 田 県 条 例 第 五 十 三 号 ） 第 一

条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 秋 田 県 条 例 第 二 十 二 号 ） 附 則 第 二 項 に 規 定

す る 特 定 職 員 （ 以 下 単 に 「 特 定 職 員 」 と い う 。 ） に 対 す る 病 害 虫 防 除 手 当 又 は 職 業 訓 練 手 当 の 支 給 に 当 た っ て は 、 当

該 特 定 職 員 が 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 （ 特 定 職 員 以 外 の 者 が 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最

初 の 四 月 一 日 後 に 特 定 職 員 と な っ た 場 合 に あ っ て は 、 特 定 職 員 と な っ た 日 ） 以 後 、 当 該 特 定 職 員 の 病 害 虫 防 除 手 当 又

は 職 業 訓 練 手 当 の 月 額 か ら 、 当 該 手 当 の 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 同 項 第 一 号 に 規 定 す る 最 低 号 給 に 達 し な い

場 合 に あ っ て は 、 同 号 に 規 定 す る 給 料 月 額 減 額 基 礎 額 に 別 表 病 害 虫 防 除 手 当 の 項 又 は 職 業 訓 練 手 当 の 項 に 規 定 す る 割

合 を そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 ） に 相 当 す る 額 を そ れ ぞ れ 減 ず る 。

　　　 附　 則

１ 　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 　

２ 　 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 前 に 五 十 五 歳 に 達 し た 職 員 に 対 す る こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 規 則 七 ─ 四 六 （ 特 殊 勤 務 手 当 ）

附 則 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 当 該 特 定 職 員 が 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 」 と あ

る の は 「 こ の 規 則 の 施 行 の 日 」 と 、 「 五 十 五 歳 に 達 し た 日 後 に お け る 最 初 の 四 月 一 日 後 」 と あ る の は 「 同 日 後 」 と す

る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 柴 　 田 　 一 　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 七 ─ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 第 三 項 第 四 号 中 「 減 額 改 定 対 象 職 員 」 を 「 平 成 二 十 一 年 減 額 改 定 対 象 職 員 」 に 改 め 、 「 そ れ ぞ れ 」 の 下 に 「 一

般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 秋 田 県 条 例 第 七 十 四 号 ） 第 八 条 の 規 定 に よ る 改

正 後 の 」 を 加 え 、 「 同 項 」 を 「 前 項 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 五 　 前 項 各 号 に 定 め る 日 が 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 同 年 十 一 月 三 十 日 ま で の 間 に あ る 職 員 （ そ の 日 に 平 成 二 十 二 年

減 額 改 定 対 象 職 員 （ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 秋 田 県 条 例 第 五 十 三

号 ） 附 則 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 減 額 改 定 対 象 職 員 を い う 。 第 四 条 第 三 項 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ） で あ つ た 者 に 限

る 。 ） 前 項 中 「 受 け て い た 給 料 及 び 」 と あ る の は 、 「 係 る 給 料 に つ い て 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 秋 田 県 条 例 第 五 十 三 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ）

の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 及 び 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す

る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 秋 田 県 条 例 第 七 十 四 号 ） の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例

第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 秋 田 県 条 例 第

五 号 ） 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 の 月 額 並 び に 当 該 定 め る 日 に 受 け て い た 」 と

す る 。

　 第 三 条 第 四 項 各 号 中 「 、 前 項 第 四 号 」 の 下 に 「 又 は 第 五 号 」 を 加 え る 。

　 第 四 条 第 三 項 第 二 号 中 「 減 額 改 定 対 象 職 員 」 を 「 平 成 二 十 二 年 減 額 改 定 対 象 職 員 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 一 号 を 加 え

る 。
　 三 　 条 例 第 十 三 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 が 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 同 年 十 一 月 三 十 日 ま で

の 間 に あ る 職 員 （ そ の 日 に 平 成 二 十 二 年 減 額 改 定 対 象 職 員 で あ つ た 者 に 限 る 。 ） 　 前 項 中 「 受 け て い た 給 料 及 び 」

と あ る の は 、 「 係 る 給 料 に つ い て 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 秋 田 県

条 例 第 五 十 三 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正

条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 の 規 定 及 び 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成

二 十 一 年 秋 田 県 条 例 第 七 十 四 号 ） の 施 行 の 日 に お け る 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 秋 田 県 条 例 第 五 号 ） 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規

定 に よ る も の と し た 場 合 の 給 料 の 月 額 並 び に 条 例 第 十 三 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に 受 け て

い た 」 と す る 。

　 第 四 条 第 四 項 各 号 中 「 、 前 項 第 二 号 」 の 下 に 「 又 は 第 三 号 」 を 加 え る 。

　 附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 同 項 に 見 出 し と し て 「 （ 施 行 期 日 等 ） 」 を 付 す る 。

　 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え 、 同 項 の 前 に 見 出 し と し て 「 （ 条 例 附 則 第 二 項 等 の 規 定 に よ り 給 与 が 減 ぜ ら れ て 支 給 さ れ る 職

員 に 関 す る 読 替 え ） 」 を 付 す る 。

２ 　 次 項 に 定 め る 者 を 除 き 、 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 秋 田 県 条 例 第 五

十 三 号 。 以 下 「 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） に よ る 改 正 後 の 条 例 附 則 第 二 項 （ 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 附 則 第 四

項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 給 与 が 減 ぜ ら れ て 支 給 さ れ る 職 員 に 対 す る 第 三 条 第
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一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 並 び に 第 四 条 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る こ れ ら の 規

定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。

第 三 条 第 一 項 及 び 第 四

条 第 二 項

第 三 条 第 二 項

第 三 条 第 四 項 各 号 及 び

第 四 条 第 四 項 各 号

受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の

月 額 の 合 計 額 　

受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手

当 の 月 額 の 合 計 額

受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の

月 額 の 合 計 額

給 料 の 月 額

受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る

給 料 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額

に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 当 該 職 員 の 属 す る 職 務

の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ

て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級

に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） に 相 当 す る 額

を 減 じ た 額

受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 同 日 に

受 け て い た 給 料 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 同 日 に 受

け て い た 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 同 日 に

お け る 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給

料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 同 日 に 受 け て い た 給 料

月 額 か ら 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る

最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） に 相 当 す る 額 を 減 じ た

額 （ 第 三 条 第 四 項 第 一 号 、 第 三 号 又 は 第 四 号 に 掲 げ る 職 員

で あ つ た も の に あ つ て は 、 当 該 減 ぜ ら れ た 合 計 額 を 同 日 に

お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 秋

田 県 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ

の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て

得 た 数 で 除 し て 得 た 額 、 同 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 で あ つ た

も の に あ つ て は 、 当 該 減 ぜ ら れ た 合 計 額 に 同 日 に お け る 職

員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 秋 田 県 条 例

第 三 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤

務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 を

乗 じ て 得 た 額 ）

受 け る 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 現 に 受 け る

給 料 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に 受 け る 給 料 月 額

に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の

級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て

は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に

お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） に 相 当 す る 額 を

減 じ た 額 （ 第 三 条 第 四 項 第 一 号 、 第 三 号 又 は 第 四 号 に 掲 げ

る 職 員 で あ つ た も の に あ つ て は 、 当 該 減 ぜ ら れ た 合 計 額 を

同 日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成

七 年 秋 田 県 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら

れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で

除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 額 、 同 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 で

あ つ た も の に あ つ て は 、 当 該 減 ぜ ら れ た 合 計 額 に 同 日 に お

け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 秋 田

県 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の

者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得

た 数 を 乗 じ て 得 た 額 ）

給 料 の 月 額 か ら 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 に 百 分 の 一 を

乗 じ て 得 た 額 （ 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九

を 乗 じ て 得 た 額 が 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級

に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て

は 、 同 日 に 受 け て い た 給 料 月 額 か ら 同 日 に お け る 当 該 職 員



− 11 −

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2010年 平成22年11月30日（火曜日）　  号外第3号

　 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 　 条 例 附 則 第 二 項 （ 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 附 則 第 四 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ

り 給 与 が 減 ぜ ら れ て 支 給 さ れ る 職 員 で あ つ て 、 第 三 条 第 三 項 第 五 号 又 は 第 四 条 第 三 項 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 で あ る も の

に 対 す る 第 三 条 第 二 項 又 は 第 四 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 「 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 の 二 分

の 一 に 相 当 す る 額 と 現 に 」 と あ る の は 、 「 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 給 料 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 現 に

受 け る 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 、 特 地 勤 務 手 当 の 支 給 を 受 け る 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低

の 号 給 の 給 料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 現 に 受 け る 給 料 月 額 か ら 、 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の

号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） に 相 当 す る 額 を 減 じ た 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 と 現 に 」 と す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 二 十 年 三 月 三 十 一 日 公 布 ） の 一 部 を 改 正 す

る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 柴 　 田 　 一 　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 二 十 年 三 月 三 十 一 日 公 布 ） の 一 部 を 改

　 　 　 正 す る 規 則

　 規 則 七 ─ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 二 十 年 三 月 三 十 一 日 公 布 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
　 附 則 第 三 項 中 「 特 地 勤 務 手 当 基 礎 額 」 の 下 に 「 （ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二

十 二 年 秋 田 県 条 例 第 五 十 三 号 。 以 下 「 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 （ 次 項 に お

い て 単 に 「 改 正 後 の 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 職 員 又 は 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 附 則 第 四 項 に 規 定 す る

職 員 に あ っ て は 、 規 則 七 ─ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 二 十 二 年 十 一 月 三 十 日 公 布 ） に よ る 改

正 後 の 規 則 七 ─ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） （ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ） 附 則 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 を 適 用 し た 後 の 新 規

則 第 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 特 地 勤 務 手 当 基 礎 額 ） 」 を 加 え る 。

　 附 則 第 四 項 中 「 こ れ ら の 規 定 」 の 下 に 「 （ 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 附 則 第 二 項 に 規 定

す る 特 定 職 員 又 は 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 附 則 第 四 項 に 規 定 す る 職 員 に つ い て 、 新 規 則 附 則 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 一 〇 七 （ 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 ） の 一 部 を 改 正 す る 規

第 四 条 第 二 項 受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手

当 の 月 額 の 合 計 額

の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た

額 ） に 相 当 す る 額 を 減 じ た 額

受 け て い た 給 料 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計 額 か ら 、 同 日 に

受 け て い た 給 料 月 額 に 百 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ 同 日 に 受

け て い た 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 が 同 日 に

お け る 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る 最 低 の 号 給 の 給

料 月 額 に 達 し な い 場 合 に あ つ て は 、 同 日 に 受 け て い た 給 料

月 額 か ら 同 日 に お け る 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に お け る

最 低 の 号 給 の 給 料 月 額 を 減 じ た 額 ） に 相 当 す る 額 を 減 じ た

額 （ 第 四 条 第 四 項 第 一 号 、 第 三 号 又 は 第 四 号 に 掲 げ る 職 員

で あ つ た も の に あ つ て は 、 当 該 減 ぜ ら れ た 合 計 額 を 同 項 に

規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 に お け る 職 員 の 勤 務 時

間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 秋 田 県 条 例 第 三 号 ） 第

二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同

条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た

額 、 同 項 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 で あ つ た も の に あ つ て は 、 当

該 減 ぜ ら れ た 合 計 額 に 同 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転

の 日 に お け る 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成

七 年 秋 田 県 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら

れ た そ の 者 の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で

除 し て 得 た 数 を 乗 じ て 得 た 額 ）
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則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 柴 　 田 　 一 　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 一 〇 七 （ 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 ） の 一 部 を 改 正 す

　 　 　 る 規 則

　 規 則 七 ─ 一 〇 七 （ 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 中 第 九 号 を 第 十 一 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 八 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

　 二 　 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 秋 田 県 条 例 第

五 十 三 号 ） を い う 。

　 三 　 給 与 条 例 　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 秋 田 県 条 例 第 二 十 二 号 ） を い う 。

　 第 四 条 第 一 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 額 を 」 を 「 額 （ 給 与 条 例 附 則 第 二 項 （ 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 附 則 第 四 項 の 規 定

に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 給 与 が 減 ぜ ら れ て 支 給 さ れ る 職 員 に あ っ て は 、 当 該 額 に 百 分 の

九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 ） を 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 適 用 さ れ る 給 料 表 並 び に そ の 職 務 の 級 及 び 号 給 が そ れ ぞ れ 平 成 十

八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 の 表 の 給 料 表 欄 、 職 務 の 級 欄 及 び 号 給 欄 に 掲 げ る も の で あ る 職 員 、 医 療 職 給 料 表 ㈠ 若 し く は 一

般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 秋 田 県 条 例 第 百 五 十 二 号 ） 第 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 給 料 表 の 適

用 を 受 け る 職 員 又 は 同 条 第 一 項 若 し く は 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 秋 田 県 条 例 第 六 十 九

号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 号 給 が 一 号 給 で あ る も の の い ず れ に も 該 当 し な い 職 員 」

を 「 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 」 に 、 「 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 」 を 「 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七

項 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で の 規 定 中 「 百 分 の 九 十

九 ・ 七 六 」 を 「 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 」 に 改 め 、 同 項 第

五 号 中 「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 秋 田 県 条 例 第 二 十 二 号 ） 」 を 「 給 与 条 例 」 に 、 「 に 応 じ た 額

に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 」 を 「 に 応 じ た 額 に 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 第 一 号 に 定 め る 割 合 」 に 、 「 当 該 応 じ た 額 に

百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 」 を 「 当 該 応 じ た 額 に 同 号 に 定 め る 割 合 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 額 を 」 を 「 額 （ 給 与 条 例 附 則 第

二 項 （ 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 附 則 第 四 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 給 与 が 減 ぜ ら れ

て 支 給 さ れ る 職 員 に あ っ て は 、 当 該 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 ） を 」 に 改 め る 。

　 第 五 条 第 一 項 中 「 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 」 を 「 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号

に 定 め る 割 合 」 に 、 「 額 を 」 を 「 額 （ 給 与 条 例 附 則 第 二 項 （ 平 成 二 十 二 年 改 正 条 例 附 則 第 四 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て

適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 給 与 が 減 ぜ ら れ て 支 給 さ れ る 職 員 に あ っ て は 、 当 該 額 に 百 分 の 九 十 九 を 乗 じ て 得

た 額 ） を 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 ○ 八 （ 平 成 二 十 二 年 十 二 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 に 関 す る 特 例 措 置 ） を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 柴 　 田 　 一 　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 ○ 八 （ 平 成 二 十 二 年 十 二 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 に 関 す る 特 例 措 置 ）

　 （ 減 額 改 定 対 象 職 員 と な っ た 者 の 改 正 条 例 附 則 第 二 項 第 一 号 の 給 料 等 の 月 額 の 算 定 の 基 準 と な る 日 の 特 例 ）

第 一 条 　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 秋 田 県 条 例 第 五 十 三 号 。 以 下 「 改 正

条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 二 項 第 一 号 の 規 則 で 定 め る も の は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 一 日 （ 同 月 に 支 給

す る 期 末 手 当 に つ い て 改 正 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 秋 田 県

条 例 第 二 十 二 号 ） 第 二 十 一 条 第 一 項 後 段 又 は 第 二 十 四 条 第 七 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 に あ っ て は 、 退 職 し 、 若 し

く は 失 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日 。 以 下 「 基 準 日 」 と い う 。 ） ま で の 期 間 の 全 期 間 が 職 員 （ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る

条 例 第 二 十 三 条 の 五 及 び 第 二 十 三 条 の 六 に 規 定 す る 職 員 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） と し て 在 職 し た 期 間 又 は 人 事 交 流 等 に

よ り 次 に 掲 げ る 者 と し て 勤 務 し た 期 間 で あ る 者 と す る 。

　 一 　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 秋 田 県 条 例 第 五 十 九 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員

　 二 　 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 お よ び 基 準 を 定 め る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 秋 田 県 条 例 第 五 十 一 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員

　 三 　 国 又 は 他 の 地 方 公 共 団 体 の 職 員 （ 第 一 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）

　 四 　 公 益 的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 第 五 十 号 ） 第 十 条 第 二 項 に 規 定 す

る 退 職 派 遣 者

　 五 　 人 事 委 員 会 が 前 各 号 に 掲 げ る 者 に 準 ず る と 認 め る 者

２ 　 改 正 条 例 附 則 第 二 項 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 日 は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 二 日 （ 同 日 か ら 基 準 日 ま で の 期 間 に お い て 新 た

に 職 員 と な っ た 日 （ 当 該 期 間 に お い て 、 職 員 が 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 い て 前 項 各 号 に 掲 げ る 者 と な り 、 引 き 続 き 当

該 各 号 に 掲 げ る 者 と し て 勤 務 し た 後 、 引 き 続 い て 職 員 と な っ た 場 合 に お け る 当 該 日 を 除 く 。 ） が あ る 場 合 は 当 該 日
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（ 当 該 日 が 二 以 上 あ る と き は 、 当 該 日 の う ち 最 も 遅 い 日 ） ） か ら 基 準 日 ま で の 期 間 に お け る 減 額 改 定 対 象 職 員 （ 同 項

第 一 号 に 規 定 す る 減 額 改 定 対 象 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と な っ た 日 の う ち 最 も 早 い 日 と す る 。

　 （ 在 職 し な か っ た 期 間 等 が あ る 職 員 の 改 正 条 例 附 則 第 二 項 第 一 号 の 月 数 の 算 定 ）

第 二 条 　 改 正 条 例 附 則 第 二 項 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 次 に 掲 げ る 期 間 と す る 。

　 一 　 職 員 と し て 在 職 し な か っ た 期 間 （ 基 準 日 ま で 引 き 続 い て 在 職 し た 期 間 以 外 の 在 職 し た 期 間 で あ っ て 、 平 成 二 十 二

年 四 月 一 日 か ら 基 準 日 ま で の 間 に お い て 、 職 員 が 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 い て 前 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 者 と な り 、

引 き 続 き 当 該 各 号 に 掲 げ る 者 と し て 勤 務 し た 後 、 引 き 続 い て 職 員 と な り 、 基 準 日 ま で 引 き 続 き 在 職 し た 場 合 に お け

る 当 該 各 号 に 掲 げ る 者 と な る 前 の 職 員 と し て 引 き 続 き 在 職 し た 期 間 以 外 の も の を 含 み 、 同 月 か ら こ の 規 則 の 施 行 の

日 （ 次 項 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 属 す る 月 の 前 月 ま で の 間 の 月 の 中 途 に お い て 、 同 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第

二 号 に 掲 げ る 者 （ 以 下 こ の 号 及 び 第 四 条 に お い て 「 県 費 負 担 教 職 員 等 」 と い う 。 ） で あ っ た 者 か ら 人 事 交 流 等 に よ

り 引 き 続 き 新 た に 職 員 と な っ た 場 合 に お け る 新 た に 職 員 と な っ た 月 の 初 日 か ら 新 た に 職 員 と な っ た 日 の 前 日 ま で の

期 間 の う ち 県 費 負 担 教 職 員 等 と し て 勤 務 し た 期 間 （ 次 項 に お い て 「 県 費 負 担 教 職 員 等 期 間 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ）

　 二 　 休 職 期 間 （ 法 第 二 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 休 職 に さ れ て い た 期 間 （ 給 料 の 全 額 を 支 給 さ れ た 期 間 を 除 く 。 ） を

い う 。 ） 、 専 従 休 職 期 間 （ 法 第 五 十 五 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 許 可 を 受 け て い た 期 間 を い う 。 ） 、 大 学 院

修 学 休 業 期 間 （ 教 育 公 務 員 特 例 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 一 号 ） 第 二 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 大 学 院 修 学 休 業 を し て

い た 期 間 を い う 。 ） 、 臨 時 又 は 非 常 勤 職 員 期 間 （ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 第 二 十 三 条 の 五 又 は 第 二 十 三 条

の 六 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 職 員 と し て 在 職 し た 期 間 を い う 。 ） 、 派 遣 期 間 （ 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ

れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 秋 田 県 条 例 第 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 派 遣 さ れ て い た 期 間

（ 給 料 の 全 額 を 支 給 さ れ た 期 間 を 除 く 。 ） を い う 。 ） 、 育 児 休 業 期 間 （ 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平

成 三 年 法 律 第 百 十 号 。 以 下 こ の 号 及 び 第 四 号 に お い て 「 育 児 休 業 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 の 規 定 に よ り 育 児 休 業 を し

て い た 期 間 を い う 。 ） 、 育 児 短 時 間 勤 務 等 期 間 （ 育 児 休 業 法 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 及 び 育 児 休 業

法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い た 期 間 を い う 。 ） 、 公 益 的 法 人 等 派 遣 期 間 （ 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の

派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 秋 田 県 条 例 第 六 十 四 号 ） 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 派 遣 さ れ て い た 期 間 （ 給 料 の

全 額 を 支 給 さ れ た 期 間 を 除 く 。 ） を い う 。 ） 又 は 自 己 啓 発 等 休 業 期 間 （ 法 第 二 十 六 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 自 己 啓

発 等 休 業 を し て い た 期 間 を い う 。 ）

　 三 　 停 職 期 間 （ 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ り 停 職 に さ れ て い た 期 間 を い う 。 ）

　 四 　 法 第 二 十 六 条 の 二 第 三 項 （ 法 第 二 十 六 条 の 三 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 育 児 休 業 法 第 十 九 条 第 二

項 、 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 秋 田 県 条 例 第 三 号 ） 第 十 五 条 第 三 項 若 し く は 規 則 七 ― 七 （ 給

与 の 減 額 ） 第 三 条 の 規 定 に よ り 給 与 を 減 額 さ れ た 期 間 又 は 法 第 三 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 得 て 勤 務 し な

か っ た こ と に よ り 給 与 を 減 額 さ れ た 期 間

　 五 　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 第 十 四 条 の 規 定 に よ り 給 与 を 減 額 さ れ た 期 間

　 六 　 減 額 改 定 対 象 職 員 以 外 の 職 員 で あ っ た 期 間

２ 　 改 正 条 例 附 則 第 二 項 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 月 数 は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 か ら 施 行 日 の 属 す る 月 の 前 月 ま で の 各 月 の う

ち 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 月 の 数 と す る 。

　 一 　 前 項 第 一 号 、 第 二 号 、 第 四 号 又 は 第 六 号 に 掲 げ る 期 間 （ 県 費 負 担 教 職 員 等 期 間 の あ る 月 に あ っ て は 、 同 項 第 二

号 、 第 四 号 又 は 第 六 号 に 掲 げ る 期 間 に 相 当 す る 期 間 を 含 む 。 ） の あ る 月

　 二 　 前 項 第 三 号 又 は 第 五 号 に 掲 げ る 期 間 （ 県 費 負 担 教 職 員 等 期 間 の あ る 月 に あ っ て は 、 同 項 第 三 号 又 は 第 五 号 に 掲 げ

る 期 間 に 相 当 す る 期 間 を 含 む 。 ） の あ る 月 （ 前 号 に 該 当 す る 月 を 除 く 。 ） で あ っ て 、 そ の 月 に つ い て 支 給 さ れ た 給

料 の 額 （ 県 費 負 担 教 職 員 等 期 間 の あ る 月 に あ っ て は 、 給 料 及 び こ れ に 相 当 す る 給 与 の 額 の 合 計 額 ） が 改 正 条 例 附 則

第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 合 計 額 に 百 分 の 〇 ・ 三 三 を 乗 じ て 得 た 額 （ 第 五 条 に お い て 「 附 則 第 二 項 第 一 号 基 礎 額 」 と

い う 。 ） に 満 た な い も の

　 （ 改 正 条 例 附 則 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 額 を 調 整 額 に 含 め な い 職 員 ）

第 三 条 　 改 正 条 例 附 則 第 二 項 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 者 は 、 平 成 二 十 二 年 六 月 一 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員 で あ っ た 者

の う ち 、 同 日 か ら 基 準 日 ま で の 期 間 引 き 続 き 在 職 し た 者 （ 当 該 期 間 の 全 期 間 が 職 員 と し て 在 職 し た 期 間 又 は 人 事 交 流

等 に よ り 第 一 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 者 と し て 勤 務 し た 期 間 で あ る 者 を 含 む 。 ） 以 外 の 者 と す る 。

　 （ 県 費 負 担 教 職 員 等 で あ っ た 者 か ら 引 き 続 き 新 た に 職 員 と な っ た 者 に つ い て の 特 例 ）

第 四 条 　 改 正 条 例 附 則 第 三 項 及 び 同 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 改 正 条 例 附 則 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 者 は 、 県 費

負 担 教 職 員 等 と す る 。

２ 　 改 正 条 例 附 則 第 三 項 の 規 則 で 定 め る も の は 、 人 事 交 流 等 に よ り 新 た に 職 員 と な っ た 者 と す る 。

３ 　 改 正 条 例 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 改 正 条 例 附 則 第 二 項 の 権 衡 を 考 慮 し て 規 則 で 定 め る 額 は 、 県

費 負 担 教 職 員 等 に 係 る 給 与 に 関 す る 条 例 又 は 規 程 の 同 項 の 規 定 に 相 当 す る 規 定 の 例 に よ る 同 項 に 規 定 す る 調 整 額 に 相

当 す る 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 県 費 負 担 教 職 員 等 で あ っ た 者 が 人 事 交 流 等 に よ り 引 き 続 き 新 た に 職 員 と な っ

た 日 の 前 日 を 当 該 相 当 す る 規 定 の 例 に お け る 基 準 日 に 相 当 す る 日 と み な す 。
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　 （ 端 数 計 算 ）

第 五 条 　 附 則 第 二 項 第 一 号 基 礎 額 又 は 改 正 条 例 附 則 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を

切 り 捨 て る も の と す る 。

　 （ 補 則 ）

第 六 条 　 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 平 成 二 十 二 年 十 二 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 に 関 す る 特 例 措 置 の 実 施 に 関 し 必 要 な

事 項 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 一 ○ 九 （ 条 例 附 則 第 二 項 の 減 ず る 額 の 計 算 ） を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 柴 　 田 　 一 　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 ─ 一 ○ 九 （ 条 例 附 則 第 二 項 の 減 ず る 額 の 計 算 ）

　 特 定 職 員 （ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 秋 田 県 条 例 第 二 十 二 号 ） 附 則 第 二 項 に 規 定 す る 特 定 職 員

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 以 外 の 者 が 月 の 初 日 以 外 の 日 に 特 定 職 員 と な っ た 場 合 に お け る 同 項 （ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す

る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 秋 田 県 条 例 第 五 十 三 号 ） 附 則 第 四 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 減 ず る 額 は 、 当 該 月 の 現 日 数 か ら 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 七 年 秋 田 県 条 例 第 三 号 ）

第 三 条 第 一 項 、 第 四 条 及 び 第 五 条 の 規 定 に 基 づ く 週 休 日 の 日 数 を 差 し 引 い た 日 数 を 基 礎 と し て 日 割 り に よ っ て 計 算 す

る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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